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宗谷地域雇用ネットワーク会議 NEXT 開催要領 

案 

 （目的） 

第１条  労働力人口の減少が進行する中、地域における人手不足への対応や雇用のミス 

 マッチの解消を図り、多様な働き手が意欲を持って働ける全員参加型社会を実現してい 

 くため、地域独自の雇用創出に向けた取組や若年者などの地域での就業支援、離職防止 

 に対する取組、働き方改革や両立支援に向けた取組など、地域の企業と労働者を取り巻 

 く諸課題への対応について、地域の関係機関が連携した取組を検討、推進する「宗谷地 

 域雇用ネットワーク会議 NEXT」（以下「会議」という。）を開催する。 

 

 （内容） 

第２条  会議は、次の事項について、協議等を行う。 

 (１) 雇用創出に向けた地域の取組（「地域活性化雇用創造プロジェクト」及び「実践 

   型地域雇用創造事業」を含む。）に関する情報交換、連携した施策に関すること。 

 (２) 地元就職に向けた地域内の連携した就業支援施策に関すること。 

 (３) 若年者をはじめとした地域就労者の離職防止施策に関すること。 

 (４) 長時間労働の是正、年次有給休暇の取得促進など働き方改革の普及・推進施策に 

   関すること。 

 (５) 女性の活躍推進や職業生活と家庭の両立支援施策に関すること。 

 (６) ＵＩターンの促進や外国人材の受入れなど人材誘致に関すること。 

 (７) その他の諸課題に対応する取組に関すること。 

 

 （構成） 

第３条 会議は、別表に掲げる関係機関等（以下「構成機関」という。）をもって構成す 

 る。ただし、第２条の協議内容に照らし、事務局の長が構成機関以外の者に対し、必要 

 な協力を求めることができる。 

 

 （事務局） 

第４条 会議の事務局は、北海道宗谷総合振興局産業振興部商工労働観光課が担う。 

 

   附 則 

 この要領は、令和２年２月 14 日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、令和３年 12 月 日から施行する。 
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（別表） 

宗谷地域雇用ネットワーク会議 NEXT 構成団体・機関 

案 

区  分 機 関 ・ 団 体 備  考 

経済団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 稚内商工会議所 商 工 業 

 北海道商工会連合会道北支所宗谷事務所 

 猿払村商工会 

 浜頓別町商工会 

 中頓別町商工会 

 枝幸町商工会 

 豊富町商工会 

 礼文町商工会 

 利尻町商工会 

 利尻富士町商工会 

 幌延町商工会 

 稚内農業協同組合 農  業 

 北宗谷農業協同組合 

 東宗谷農業協同組合 

 宗谷南農業協同組合 

 幌延町農業協同組合 

  北海道農業協同組合中央会旭川支所 

 稚内市森林組合 林  業 

 豊富猿払森林組合 

 中頓別・浜頓別町森林組合 

 南宗谷森林組合 

 枝幸漁業協同組合 漁  業 

 頓別漁業協同組合 

 猿払村漁業協同組合 

 宗谷漁業協同組合 

 稚内漁業協同組合 

 利尻漁業協同組合 

 香深漁業協同組合 

 船泊漁業協同組合 

 稚内機船漁業協同組合 

 稚内建設協会 建 設 業 
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区  分 機 関 ・ 団 体 備  考 

労働団体  連合北海道宗谷地域協議会  

福祉団体   北海道社会福祉協議会宗谷地区事務所  

金融機関  稚内信用金庫  

教育機関  北海道稚内高等学校  

 稚内大谷高等学校  

 北海道浜頓別高等学校   

 北海道枝幸高等学校  

 北海道礼文高等学校  

  北海道豊富高等学校  

 北海道利尻高等学校  

 稚内北星学園大学  

行政機関  稚内公共職業安定所  

 名寄公共職業安定所  

 稚内市  

 北海道宗谷町村会  

 猿払村  

 浜頓別町  

 中頓別町  

 枝幸町  

 豊富町  

 礼文町  

 利尻町  

 利尻富士町  

 幌延町  

 旭川高等技術専門学院稚内分校  

 北海道教育庁宗谷教育局  

 北海道宗谷総合振興局 事 務 局 
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